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(57)【要約】
【課題】組立または製造に長い時間または特定の技能を
必要とせず、同時に費用対効果の特に高い、特に軽量で
延出構成と折畳み構成の両方での全体寸法が小さく、高
い強度を有する上述のタイプの折畳み可能関節接続アー
ムを提供する。
【解決手段】
　折畳み可能関節接続アーム（１）であって、相互に折
畳み可能な第１ロッド形状部（２）と第２ロッド形状部
（３）と第３ロッド形状部（４）と、４段式バーリンク
機構のシステムを形成するように配設されたロッド形状
部の少なくとも３本の伸張部とを含み、ロッド形状部お
よび伸張部の複数のジョイント部（８）をさらに含み、
管体および傘シートのそれぞれとの結合のための保持手
段（９）を両端部に有して、ロッド形状部とジョイント
部材と伸張部と保持手段とがすべて、折畳み可能関節接
続アームを構成するプラスチック材料の単一部材として
一体構成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相互に折畳み可能な第１ロッド形状部（２）と第２ロッド形状部（３）と第３ロッド形
状部（４）と、４段式バーリンク機構のシステムを形成するように配設された前記ロッド
形状部の少なくとも３本の伸張部とを含み、前記ロッド形状部と前記伸張部との複数のジ
ョイント部（８）をさらに含み、管体および傘シートのそれぞれとの結合のための保持手
段（９）を両端部に有する折畳み可能関節接続アーム（１）であって、前記ロッド形状部
と前記ジョイント部材と前記伸張部と前記保持部材とがすべて、前記折畳み可能関節接続
アームを構成するプラスチック材料の単一部材として一体化される、折畳み可能関節接続
アーム。
【請求項２】
　前記少なくとも３本の伸張部のうち、第１伸張部（５）が一つの自由端部と前記第１ロ
ッド形状部（２）にヒンジ接続される一つの反対端部とを有し、第２伸張部（６）が前記
第１伸張部（５）にヒンジ接続される一つの端部と前記第２ロッド形状部（３）にヒンジ
接続される一つの反対端部とを有し、第３伸張部（７）が前記第１ロッド形状部（２）に
ヒンジ接続される一つの端部と、前記第３ロッド形状部（４）にヒンジ接続される一つの
反対端部とを有して、前記第３伸張部（７）が本質的に可撓性リボンを含む、請求項１に
記載の折畳み可能関節接続アーム。
【請求項３】
　前記第２ロッド形状部の上を摺動するランナ（１０）を含み、該ランナが前記第３伸張
部（７）と一体的であって前記可撓性リボンを前記第２ロッド形状部（３）に規制する、
請求項２に記載の折畳み可能関節接続アーム。
【請求項４】
　前記ランナ（１０）は、前記可撓性リボンのエッジから突出する少なくとも一つの直角
折り曲げ突起（１１）を含む、請求項３に記載の折畳み可能関節接続アーム。
【請求項５】
　前記ランナ（１０）は、前記第１突起の反対エッジから突出する少なくとも一つの第２
直角折り曲げ突起（１１）を含む、請求項４に記載の折畳み可能関節接続アーム。
【請求項６】
　前記第２伸張部が剛性か半剛性の部材または可撓性リボンである、先行請求項のいずれ
か一項に記載の折畳み可能関節接続アーム。
【請求項７】
　前記第１伸張部にヒンジ接続される一つの端部と、前記第２ロッド形状部にヒンジ接続
される一つの反対端部とを有して、前記第１ロッド形状部と前記第２伸張部との間に介在
配置される第４伸張部をさらに含む、請求項６に記載の折畳み可能関節接続アーム。
【請求項８】
　前記ジョイント部（８）の各々が対応するロッド形状部または伸張部の一つのヒンジ接
続端部となり、前記当該ロッド形状部または伸張部の、所定の長さを持つ一つの末端部を
含み、特に可撓性または折畳み可能となるように前記当該ロッド形状部または伸張部の本
体そのものに対して小さい断面積を有する、先行請求項のいずれか一項に記載の折畳み可
能関節接続アーム。
【請求項９】
　前記保持手段（９）が、いわゆる「スナップ式」連結の雄コンポーネントを構成する前
記第１ロッド形状部（２）と前記第３ロッド形状部（４）と前記第１伸張部（５）との自
由端部の歯形末端部を、あるいは前記第３ロッド形状部（４）については、それ自身に折
り返されるタブタイプの末端部（９ａ）を含む、先行請求項のいずれか一項に記載の折畳
み可能関節接続アーム。
【請求項１０】
　前記ロッド形状部および前記伸張部の前記本体が第１高密度プラスチック材料で製造さ
れ、前記ジョイント部材と可能であれば前記保持手段とが前記第１プラスチック材料より
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低い密度の第２プラスチック材料で製造される、先行請求項のいずれか一項に記載の折畳
み可能関節接続アーム。
【請求項１１】
　管体（２０）と、シート（５０）と、前記保持手段（９）で前記管体および前記シート
に規制される先行請求項のいずれか一項に記載の複数の折畳み可能関節接続アームとを含
む傘（６０）。
【請求項１２】
　前記管体（２０）が伸縮式であって、少なくとも３本の管形状部を含み、前記複数の折
畳み可能関節接続アームを結合する第１管形状部（２１）が前記管形状部の断面のうちで
最も大きい断面を有する、請求項１１に記載の傘。
【請求項１３】
　前記少なくとも３本の管形状部のうち、第２管形状部（２２）は前記第１管形状部（２
１）の内側に摺動式に取り付けられて、実質的に前記第１管形状部の内側にある第１位置
と、少なくとも部分的に前記第１管形状部（２１）の外側にある第２位置との間で摺動す
るように構成され、第３管形状部（２３）は前記第２管形状部（２２）の外側に摺動式に
取り付けられて、実質的に前記第１管形状部（２１）の内側にある位置と少なくとも部分
的に前記第１前記管形状部および第２管形状部の外側にある位置との間で摺動するように
構成される、請求項１２に記載の傘。
【請求項１４】
　前記「スナップ式」連結の雌コンポーネントを形成する、前記第１ロッド形状部（２）
および前記第１伸張部（５）のそれぞれの前記保持手段（９）の複数の第１および第２収
容座部（２４、２５）を含む、請求項１１乃至１３のいずれか一項に記載の傘。
【請求項１５】
　前記第１管形状部（２１）に装着されて、前記関節接続アームが閉じられる第１位置と
前記関節接続アームが伸ばされる第２位置との間で摺動式に前記管形状部に規制される環
状部（２６）をさらに含み、前記環状部（２６）が前記複数の第２収容座部（２５）を含
む、請求項１４に記載の傘。
【請求項１６】
　前記第１管形状部と単一部材で製造される前記環状部の移動の規制手段（３８）を含む
、請求項１５に記載の傘。
【請求項１７】
　一体的に製造された前記管形状部の相互移動の規制手段を含む、請求項１１乃至１６の
いずれか一項に記載の傘。
【請求項１８】
　前記第３管形状部（２３）の末端部に配設されるねじ形成タイプ結合手段（４７）と、
該ねじ形成タイプ結合手段で前記第３管形状部と取外し可能に結合されるハンドルまたは
台部（４８）とを含む、請求項１１乃至１７のいずれか一項に記載の傘。
【請求項１９】
　夫々の折畳み可能関節接続アーム（１）の第３ロッド形状部（４）の歯の形状を有する
保持部（９）のための収容座部を各々が有する複数の締結部材（５１）をさらに含み、前
記シート（５０）を前記複数の締結部材（５１）に関連の頂点で締結する、請求項１１乃
至１８のいずれか一項に記載の傘。
【請求項２０】
　前記シート（５０）は、前記第３ロッド形状部の各々の折り曲げ末端部の形状で、前記
保持手段（９ａ）に関連の頂点で直接規制される、請求項１１乃至１８のいずれか一項に
記載の傘。
【請求項２１】
　前記シート（５０）はプラスチック材料のフィルムである、請求項１１乃至２０のいず
れか一項に記載の傘。
【請求項２２】
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　前記シート（５０）は前記複数の折畳み可能関節接続アームに、また可能であれば前記
複数の締結部材（５１）に溶接される、請求項１１乃至２１のいずれか一項に記載の傘。
【請求項２３】
　再利用可能および／または再利用後のプラスチック材料で一体的に製造される、請求項
１１乃至２１のいずれか一項に記載の傘。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に折畳み可能関節接続アームに関連し、具体的には傘に用いるが、傘
に限るものではない。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、傘は、雨または太陽からの保護のため数世紀にわたって普及しており世
界中で広く使用されている物品であり、最近ではトレンドを生み出してユーザのスタイル
および好みにも影響を与える服飾品として認められている。
【０００３】
　まさにその有用性、普及率、そして装飾対象及び服飾品として獲得したステータスによ
り、周知の技術では、基本的には折畳み傘と非折畳み傘とに分けられる多様な傘があり、
前者は、伸縮式の管体と折畳み可能アームを備える構造により、閉じた時にコンパクトな
サイズになる。
【０００４】
　比較的よく見られる折畳み傘のモデルのなかには、リベットのヒンジ点を有する３個ま
たは５個のアルミニウム製の区分を備える関節接続アームを含むものがある。
　このような傘は優れているが、構造的に強度が低いなど、いくつかの欠点を備えている
。
【０００５】
　事実、重量および費用を低減し、閉じた時の傘の大きさを縮小するために、アルミニウ
ムアームの断面は一般的に極めて小さくされており、そのためとりわけ前記タイプの傘な
どでは全体で数十個あるヒンジ点で、特に強度が低い。
【０００６】
　リベットにあるヒンジ点では錆も発生しやすく、これが関節接続アームの強度とともに
傘全体の機能性および美的外観をさらに損なうことがある。
　前記の欠点は、突風一般、及び特に傘シートの傾きまたは「反転」に対する耐性の低さ
、また傘の通常の開閉操作中の頻繁な不具合となる。
【０００７】
　そこで強度の高い構造の傘が知られているが、そのような傘は各関節接続アームを形成
する部材が多いので、傘の構造の不完全な開閉を回避するため、技能および精度を伴って
組み立てられなければならず、実現とりわけ組立が特に複雑である。
【０００８】
　このような傘は、高価であるという別の欠点を抱えており、例えば、ジョイントを有す
る接続部材を両端部に装着したロッドからなる折畳みアームを備える。
　他方、従来技術により既に知られる他の折畳み傘は、折り畳み傘に頼っているユーザに
は重すぎるか扱いにくいので高く評価されないという弱点があり、そういうユーザは、折
畳み傘に対して扱いやすく軽量であって不使用時には小型鞄またはバッグに収納するのに
ふさわしく、ユーザに不快さを与えないものを欲している。
【０００９】
　簡潔に述べると、周知の技術により提供されるいくつかの解決法にもかかわらず、次の
ことが一般に理解されている、つまり、異なる周知の実施形態の折畳み傘には異なる欠点
が関連しており、それゆえ、折畳み傘はその特定構造とは関係なく、長時間の使用におけ
る耐久性と実用性と費用効果を有するとともに、開いて使用する時および閉じて、例えば
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ハンドバッグで携行する時の両方で快適性を備えるという特徴すべてを有するべきである
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　そのため本発明の目的は、周知の技術について言及した上記欠点を克服するような構造
的および機能的特徴を有する折畳み可能関節接続アームを提供することであり、具体的に
は折畳み傘のためであるが、これに限定するものではない。つまり組立または製造に長い
時間または特定の技能を必要とせず、同時に費用対効果の特に高い、特に軽量で延出構成
と折畳み構成の両方での全体寸法が小さく、高い強度を有する上述のタイプの折畳み可能
関節接続アームを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するため第一の態様によれば、本発明は、プラスチック材料の単一部材
、好ましくは射出成形により製造される折畳み可能関節接続アームを提供する。
【００１２】
　実質的には、本発明の関節接続アームによれば、相互に折畳み可能な三つの区分または
部分、具体的には中間部の両側に配設される二つの側部を有し、各々の部分は夫々対応す
るロッド形状部を含み、さらに、前記ロッド形状部に取り付けられる複数の伸張部、具体
的には少なくとも３本の伸張部と、前記ロッド形状部および前記伸張部の複数のジョイン
ト部とをさらに含む。前記関節接続アームの両端部は、管体および傘のシートの夫々を結
合するかこれを規制するための保持手段を有するものであって、前記ロッド形状部、前記
ジョイント部、と前記伸張部及び前記保持手段とがすべてプラスチック材料による単一部
材として一体化されている。
【００１３】
　前記伸張部の配置に関して、相互の配置および前記ロッド形状部に対する配置とともに
、関連するロッド形状部そのものの結合に関しては、既に知られたものであって、現在商
業的に入手可能な傘で使用される４段式バーリンク機構のシステムを採用する。
【００１４】
　簡潔に述べると、前記配置では、第１ロッド形状部が、一つの自由端部と第２ロッド形
状部にヒンジ接続される一つの反対端部とを有し、第２ロッド形状部は、第３ロッド形状
部にヒンジ接続される一端部を有し、第３ロッド形状部自身も自由端部を有するように、
前記３本のロッド形状部が配設される。
【００１５】
　また、少なくとも３本の伸張部について、第１伸張部は一つの自由端部と前記第１ロッ
ド形状部にヒンジ接続される一つの反対端部とを有し、第２伸張部は前記第１伸張部にヒ
ンジ接続される第１端部と前記第２ロッド形状部にヒンジ接続される一つの反対端部とを
有し、第３伸張部は前記第１ロッド形状部にヒンジ接続される一端部と前記第３ロッド形
状部の一端部にヒンジ接続される一つの反対端部とを有する。
【００１６】
　好適には、本発明において、前記第３伸張部は可撓性リボンからなる。
【００１７】
　また第２ロッド形状部の上を摺動するランナによって、前記可撓性リボンが前記第２ロ
ッド形状部に規制されることが好ましい。
【００１８】
　好適には、本発明により、前記ランナは前記可撓性リボンとの単一部材として形成され
、前記ランナは、前記可撓性リボンのエッジから突出する少なくとも一つの第１突起から
成り、該第１突起は所定長さを有して直角に折り曲げられ、可撓性リボンと反対の前記第
２ロッド形状部の裏側、または第２ロッド形状部の側面に設けられる第１長手方向溝と係
合する。



(6) JP 2014-515285 A 2014.6.30

10

20

30

40

50

【００１９】
　好ましくは、前記ランナが、前記第１突起と同様に、可撓性リボンのもう片方のエッジ
から突出する第２突起から成り、該第２突起は、第２ロッド形状部の同じ前記裏側、また
は第２ロッド形状部の前記第１溝と反対の第２長手方向溝と係合する。
【００２０】
　前記第１および第２突起は、相互に対向する位置、つまり可撓性リボンの長手方向の平
面に対して対称的な位置に配設されてもよく、適宜、相互にシフトした位置（連続位置）
で可撓性リボンに配設されてもよい。
【００２１】
　また本発明によれば、前記第２伸張部は、例えば前記３本のロッド形要素および第１伸
張部と同様に剛性または半剛性とすることができ、本質的には、第３伸張部のための上記
部材と同様の可撓性部材、すなわち本質的には可撓性リボンで構成される。
【００２２】
　好ましくは、第２伸張部が基本的に可撓性リボンで構成されるとき、この折畳み可能関
節接続アームは、前記第１伸張部にヒンジ接続される一つの端部と前記第２ロッド形状部
にヒンジ接続される一つの反対端部とを有し、第１ロッド形状部と第２伸張部との間に介
在配置される、剛性または半剛性の第４伸張部も含む。
【００２３】
　本発明によれば、上述したようにロッド形状部または伸張部のヒンジ接続端部を形成す
る各々の前記ジョイント部は、対応するロッド形状部または伸張部が夫々のロッド形状部
または伸張部の本体に対して小さい断面を有し、所定の長さを持つ一つの末端部を必然的
に含み、特に柔軟性に優れ、折畳み可能である。
【００２４】
　また本発明によれば、上記の保持手段は、第１および第３ロッド形状部の前記自由端部
と、いわゆる「スナップ式」連結すなわち基本的に逆にできないスナップ式連結の雄コン
ポーネントを形成する前記第１伸張部の歯形末端部、または代替的に第３ロッド形状部に
ついては、第３ロッド形状部そのものに折り返される一つの末端部そのもの、自身と第３
ロッド形状部の本体との間に切欠きを画定するタブを含む。
【００２５】
　好ましくは、前記歯または前記タブを含む前記末端部は、対応するロッド形または伸張
部の本体に対して小さい断面を有する。
【００２６】
　好ましくは前記ロッド形状部、そしてより好ましくは前記伸張部も、剛性または半剛性
を有する時は、「Ｔ」または「Ｉ」または「Ｈ」の形状の断面を有する。
【００２７】
　好ましくは、この折畳み可能関節接続アームは、一種類のプラスチック材料、例えばポ
リエチレンまたはポリプロピレンまたはその共重合体で製造することができ、または、二
種類の異なる同時成形プラスチック材料、具体的には、ロッド形状部および伸張部の本体
のための第１高密度プラスチック材料と、ジョイント部および可能であれば保持手段のた
めの、第１プラスチック材料より低い密度の第２プラスチック材料とを用いてもよい。
【００２８】
　上述したように、この折畳み可能関節接続アームは折畳み傘を構成するために使用可能
であり、また本発明によれば、少なくとも一つの格納位置と一つの延出位置との間の移動
など支持構造において関節接続が必要な、例えば、テーブルランプその他のためのスタン
ドなど、他の支持構造を形成するものにも使用可能である。
【００２９】
　傘用に使用する場合に、この折畳み可能関節接続アームは、第１ロッド形状部および第
１伸張部の前記自由端部の側から管体と、そして具体的には前記自由端部に設けられた保
持手段において、前記第３ロッド形状部の自由端部の側からシートと結合される。
【００３０】
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　そのため、さらなる態様によれば、本発明は、上で検討したタイプの複数の関節接続ア
ームと、好ましくは伸縮式である管体と、好ましくは防水性を有するシートとを基本的に
含む折畳み傘であって、前記管体と前記シートとを結合し、上で挙げたように各関節接続
アームに連結する折り畳み傘も提供する。
【００３１】
　具体的には、本発明は、上で検討したタイプの８本の折畳み可能関節接続アームを好ま
しくは有する前記タイプの傘を提供し、前記伸縮式管体は少なくとも３本の管形状部を含
む。
【００３２】
　好ましくは、前記の伸縮式管体は、複数の折畳み可能関節接続アームを結合する第１管
形状部と、第１管形状部の内側に摺動式に取り付けられて、実質的に第１管形状部の内側
にある第１位置と少なくとも部分的に第１管形状部の外側にある第２位置との間で摺動す
るよう構成された第２管形状部と、第２管形状部の外側に摺動式に取り付けられて、実質
的に第１管形状部の内側にある位置と少なくとも部分的に第１管形状部および第２管形状
部の外側にある位置との間で摺動するように構成された第３管形要素とを含む。
【００３３】
　複数の折畳み可能関節接続アームと管体との上記の結合のため、本発明による傘は、前
記「スナップ式」連結のための対応する雌コンポーネントを形成し、第１ロッド形状部お
よび第１伸張部の前記保持手段に適する収容座部を含む。
【００３４】
　好適には、第１ロッド形状部の夫々の複数の保持手段のための複数の第１収容座部は、
前記第１管形状部の一端部つまり自由端部に設けられ、第１伸張部の夫々の複数の保持手
段のための複数の第２収容座部は、第１管形状部に装着されて、前記関節接続アームが閉
じられる第１位置と前記関節接続アームが伸ばされる第２位置との間で第１管形状部の上
を摺動する一つの環状部に設けられる。
【００３５】
　好ましくは、本発明による傘は、前記第１管形状部との単一部材として形成される前記
環状部の移動の規制手段と、これと一体化された管形状部の相互移動を規制するための手
段とを含むが、管形状部と取外し可能に結合するスプリングの形状を有し、管形状部の相
互移動を規制するための手段を設ける可能性を除外するわけではない。
【００３６】
　好ましくは、本発明による傘はまた、好適には前記第３管形状部の一つの末端つまり自
由端部にあるねじ形成タイプの結合手段と、前記のねじ形成タイプの結合手段で第３管形
状部と取外し式に結合されるハンドルまたは台部とを含む。
【００３７】
　複数の折畳み可能関節接続アームと前記シートとの前記結合または規制のため、本発明
による傘は、キャップタイプのものなど、関連の頂点でシートを締結する夫々の複数の締
結部を含み、各締結部は、前記「スナップ式」連結の雌コンポーネントを形成する関連の
第３ロッド形状部の対応する保持手段のための収容座部を備えるが、前記末端部が前記切
欠きを画定する前記タブを含む場合、シートと第３ロッド形状部との間、具体的にはシー
トと第３ロッド形状部の末端部との間を直接的に規制する可能性を除外しない。
【００３８】
　好ましくは、前記シートは、複数の締結部に、または各第３ロッド形状部のタブに直接
、加熱または超音波溶接によって締結されるプラスチック材料のフィルムであり、より好
ましくは、前記シートは、管体と各第３ロッド形状部の自由端部との間における別の２点
で、好適には常に溶接によって、本発明による前記関節接続アームの各々に締結される。
【００３９】
　好ましくは、この折畳み傘はプラスチック材料、好適には上で検討したタイプの再利用
可能なプラスチック材料で一体的に製造される。
　上記の傘は、ウォーキングアンブレラ、あるいはビーチまたはバーアンブレラであって
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もよい。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
　　本発明のさらなる特徴および長所を、例示のみを目的として限定するものでない図面
を用いて示す好適だが排他的ではないいくつかの実施形態についての以下の説明から、よ
り明白となる。
【図１】本発明の第一実施形態による折畳み可能関節接続アームを示す。
【図２】本発明の第二実施形態による図１の折畳み可能関節接続アームを示す。
【図３】本発明のさらなる実施形態による図１の折畳み可能関節接続アームを示す。
【図４】延出構成の傘の伸縮式管体と結合された、本発明による図２の折畳み可能関節接
続アームを示す。
【図５】図４に示された伸縮式管体の格納構成での図である。
【図６】図５のＹ‐Ｙ矢印による伸縮式管体の長手方向断面図であって、図４の折畳み可
能関節接続アームの結合の詳細が部分的に示されている。
【図７ａ】図６の伸縮式管体の拡大詳細図である。
【図７ｂ】図６の伸縮式管体の拡大詳細図である。
【図７ｃ】図６の伸縮式管体の拡大詳細図である。
【図８】図４のＸ‐Ｘ矢印による伸縮式管体の長手方向断面図である。
【図９ａ】図８の伸縮式管体の拡大詳細図である。
【図９ｂ】図８の伸縮式管体の拡大詳細図である。
【図９ｃ】図８の伸縮式管体の拡大詳細図である。
【図１０】本発明の代替的実施形態による、延出および夫々の格納配置における図８の伸
縮式管体の長手方向断面図である。
【図１１】本発明の代替的実施形態による、延出および夫々の格納配置における図８の伸
縮式管体の長手方向断面図である。
【図１２ａ】図１０の管体の拡大詳細図である。
【図１２ｂ】図１０の管体の拡大詳細図である。
【図１２ｃ】図１０の管体の拡大詳細図である。
【図１２ｄ】図１０の管体の拡大詳細図である。
【図１３ａ】図１１の伸縮式管体の拡大詳細図である。
【図１３ｂ】図１１の伸縮式管体の拡大詳細図である。
【図１３ｃ】図１１の伸縮式管体の拡大詳細図である。
【図１４】図１に示すタイプの複数の折畳み可能関節接続アームを含む、本発明による折
畳み傘の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　本発明の第一実施形態による傘用の折畳み可能関節接続アームを図１に示しており、こ
こでは全体として１で表す。
【００４２】
　本発明の第一の態様によれば、折畳み可能関節接続アーム１は、例えば射出成形により
プラスチック材料の単一部材として製造される。
　折畳み可能関節接続アーム１では、相互に折畳み可能であり、具体的には二つの側部が
中間部の両側の部品として配設され、各々が対応するロッド形状部を含む三つの区分また
は部分が本質的に見られる。
【００４３】
　折畳み可能関節接続アーム１は、第１ロッド形状部２と第２ロッド形状部３と第３ロッ
ド形状部４とを含み、これらが相互に折り畳まれる配置を有するか、ロッド形状部の複数
の伸張部そのものとロッド形状部と伸張部との複数のジョイント部とにより延出する配置
を有してもよい。
【００４４】



(9) JP 2014-515285 A 2014.6.30

10

20

30

40

50

　図１に基づき具体的に述べると、関節接続アーム１は、３本のロッド形状部とともに４
本バーリンク機構のシステムを形成するように配設される３本の伸張部を含む。
　詳細には、第１ロッド形状部２は、一つの自由端部と第２ロッド形状部３にヒンジ接続
される一つの反対端部とを有し、一方、第２ロッド形状部３は、また一つの自由端部を有
する第３ロッド形状部４にヒンジ接続される一つの端部を有する。
　少なくとも３本の伸張部のうち、第１伸張部５は一つの自由端部と第１ロッド形状部２
にヒンジ接続される一つの反対端部とを有し、第２伸張部６は第１伸張部５にヒンジ接続
される一つの端部と第２ロッド形状部３にヒンジ接続される一つの反対端部とを有するの
に対し、第３伸張部７は第１ロッド形状部２にヒンジ接続される一つの端部と第３ロッド
形状部４の一端部にヒンジ接続される一つの反対端部とを有する。
　３本のロッド形状部と３本の伸張部とは、上述のジョイント部による４段式バーリンク
機構に従って、具体的には符号８で表す複数のジョイント部により相互に結合される。該
ジョイント部は、ロッド形状部または伸張部そのものとともに単一部材として製造され、
本発明の一態様によれば、対応するヒンジ接続部を夫々形成し、対応するロッド形状部ま
たは伸張部の各ヒンジ接続部は、所定長さを持つ部分として形成され、ロッド形状部また
は伸張部の本体そのものに対して小さい断面を有するので、特に柔軟性があり折畳み可能
である。
【００４５】
　本発明のさらなる態様によれば、折畳み可能関節接続アーム１は、両端部において、特
に第１ロッド形状部２、第１伸張部５、および第３ロッド形状部４の自由端部において、
図１４の例に示すように、傘の管体およびシートとの各々の結合または規制のための保持
手段９を含む。
【００４６】
　保持手段９は、いわゆる「スナップ式」連結、すなわち実質的に逆にできないスナップ
式連結の雄コンポーネントを形成する前記自由端部の歯形末端部を含む。
　さらに、歯を備える末端部は、対応するロッド形状部または伸張部の本体に対して小さ
い断面を有する、すなわち対応するジョイント部８を含む。
　また伸張部に関して、第３伸張部７は、好適には、図１に示す例によれば第２ロッド形
状部の上を摺動するランナ１０によって第２ロッド形状部３に規制される可撓性リボンで
あることを述べておく。
【００４７】
　本発明によれば、ランナ１０は可撓性リボンとの単一部材として製造され、可撓性リボ
ンの両側エッジからこれに対して垂直に突出し、所定の長さを持ち、１１で示す第１突起
および第２突起を含み、各々が、第２ロッド形状部３の両側に設けられる夫々の長手方向
溝１２と摺動式に係合する直角折り曲げエッジを有する。
　実際には、第１および第２突起１１は、相互にシフトした位置において可撓性リボンの
上で相互に対向して配設される。
【００４８】
　可撓性リボンとしての第３伸張部７と、ヒンジ接続末端部すなわちジョイント部８とを
除いて、上記のロッド形状部および伸張部の全般において使用されるプラスチック材料と
当該区分のサイズとに応じて、これらが剛性または半剛性の部材であることを付言する。
　そのうえで、剛性または半剛性の部材が形状および／またはサイズにおいて同じ断面を
有しても、形状および／またはサイズにおいて相互に異なっていてもよく、特に「Ｉ」、
「Ｔ」、または「Ｈ」の断面を有してもよい。
【００４９】
　図２及び図４は代替的実施形態を示し、上記の図１の例と構造的および機能的に同様の
部品は同じ参照符号で示す。前記アーム１と類似するものの、可撓性リボン形状を有する
第２伸張部１０６を有する折畳み可能関節接続アーム１００を提供する。
　具体的には、可撓性リボンの形状を有する第２伸張部１０６は、第１伸張部５と結合す
る一つの端部と、第２ロッド形状部３、具体的には第２ロッド形状部３の一端部と結合す
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るか、図２の例に示すようにその背面と結合する一つの反対端部とを有する。
【００５０】
　該折畳み可能関節接続アーム１００は、前記第２ロッド形状部のほかに、第３ロッド形
状部４の保持手段の形状についても、先の折畳み可能関節接続アーム１と、異なっている
。具体的な事例では、保持手段は、同じ第３ロッド形状部４に折り曲げられる末端部にお
いて、実際には９ａで示すタブとして製造され、該タブと第３ロッド形状部の本体との間
に切欠きを画定する。図４の例では、傘の管体と結合した折畳み可能関節接続アーム１０
０が示されており、特に、第２ロッド形状部３から分離されたランナの第１および第２突
起１１が示されている。
【００５１】
　他の代替的実施形態を図３に示す。上述の例と構造的および機能的に同様の部品は、同
じ参照符号で示す。別のこの代替的実施形態によれば、剛性または半剛性の第４伸張部６
ａをさらに含む、アーム１および１００と同様の折畳み可能関節接続アーム２００を提供
するものである。
【００５２】
　具体的には、第４伸張部６ａは、第１伸張部５にヒンジ接続される一つの端部と、第２
ロッド形状部３の端部にヒンジ接続される一つの反対端部とを有し、第１ロッド形状部２
と、第２伸張部３の裏側と結合される一端部を有する可撓性リボンの形状の第２伸張部１
０６との間に介在配置される。
　実質的に折畳み可能関節接続アーム２００は、図３の例に示す第１伸張部５および第３
伸張部７のほかに、アーム１の第２伸張部に対応する伸張部と、アーム１００の第２伸張
部に対応する伸張部とを含む。
【００５３】
　さらに折畳み可能関節接続アーム２００は、図２の折畳み可能関節接続アーム１００と
同様に、折り曲げられた末端部９ａの形状を有する第３ロッド形状部４の保持手段、また
は同じ第３ロッド形状部４に折り曲げられるタブを含むものとして示されているが、上に
示す歯形の保持手段および類似の連結手段がこのような解決法の代わりに使用されてもよ
いことは言うまでもなく、一つまたは他の実施形態において、本発明による折畳み可能関
節接続アームの各々において用いてもよい。
【００５４】
　上述した図４および１４について挙げたように、本発明による折畳み可能関節接続アー
ムは、傘の管体およびシートと結合するように構成される。
【００５５】
　本発明の特徴によれば、上述したタイプの複数の折畳み可能関節接続アームはすべて、
第１ロッド形状部２および第１伸張部５の自由端部の側で伸縮式の管体２０と、また第３
ロッド形状部４の自由端部の側、具体的にこのような自由端部に設けた保持手段９または
９ａの側でシート５０と結合されて、折畳み傘６０を共に形成する。
　具体的に、前記管体２０は３本の管形状部から構成され、格納配置は図５で、また格納
状態の断面は図６、さらに配置の断面は図８に示している。
【００５６】
　具体的には、複数の折畳み可能関節接続アームを結合する第１管形状部２１と、第１管
形状部２１の内側に摺動式に取り付けられて、実質的に第１管形状部の内側にある第１位
置と少なくとも部分的に第１管形状部２１の外側にある第２位置との間で摺動するように
構成された第２管形状部２２と、第２管形状部２２の外側に摺動式に取り付けられて、実
質的に第１管形状部の内側にある第１位置と少なくとも部分的に第１管形状部および第２
管形状部の外側にある第２位置との間で摺動するように構成された第３管形状部２３であ
る。
【００５７】
　好適には、以下からより明らかなように、第１管形状部２１と、第２管形状部２２の一
つの末端部、実質的には、このような管形状部の間のいかなる相対的摺動位置でも第１管
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形状部２１の内側に残る予定の第２管形状部の末端部とは、楕円形断面を有する。
　さらに、第２管形状部２２は、管形状部の間での相対回転を防止するように第１管形状
部２１の内側に、また第３管形状部２３の内側にそれぞれ存在する対応するガイド２１ａ
、２３ａと係合するトラック２２ａを備えることができる。
【００５８】
　複数の折畳み可能関節接続アームと管体２０との結合のため、傘６０は、前記「スナッ
プ式」連結のための対応する雌コンポーネントを形成する第１ロッド形状部２および第１
伸張部５の保持手段９（前記歯）に適した収容座部を含む。
　複数の第１収容座部２４が第１ロッド形状部２の保持手段９のために第１管形状部２１
の一端部に設けられ、複数の第２収容座部２５が第１伸張部５の対応する複数の保持手段
９のために第１管形状部２１に装着され、前記関節接続アームが閉じられる第１位置と前
記関節接続アームが伸ばされる第２位置との間で第１管形状部の上を摺動する一つの環状
部材２６に設けられる。
【００５９】
　詳細に述べると、格納配置の管体と、該管体と結合した折畳み可能関節接続アームの保
持手段９の歯とを伴う第１管状部の末端部と、折畳み可能関節接続アームを夫々結合しな
い状態での延出配置の管体である第１管状部２１の末端部の夫々の状態を示す図７ａおよ
び９ａの例が示すように、第１管状部２１は末端部を有し、この末端部は頂点から離れる
につれ、第１外側環状スロート２７、第１内側環状段部２８、第２外側環状スロート２９
、と第２外側環状段部３０とが設けられている。この構成は、図７ａ、９ａに示され、こ
れらの図は、第１管状部２１の末端の格納配置にあるときの保持手段９の歯を示している
。
【００６０】
　また傘６０は、第１管形状部２１の端部に装着され、ほぼフレア状の輪郭を持つスリー
ブである末端または頭部３１と、第１管形状部２１と末端部３１との密閉プラグ３２とを
含む。
【００６１】
　末端部３１は、第１管形状部２１の前記第２外側段部３０と当接する下方エッジを有し
、複数の第１収容座部２４を画定する円形クラウンをこの段部とともに画定する。
　実際には、末端部３１は内側環状段部と複数の長手方向内側リブとを有し、このリブは
、前記円形クラウンにおいて、対応する第１ロッド形状部２の保持手段９のための複数の
収容座部２４を画定する。複数の収容座部２４が保持手段９と係合する時、これらの間は
スナップ式連結され、末端部３１と第１管形状部２１とは、具体的には末端部３１の内側
環状突起３３により、第１管形状部２１の端部の第２外側環状スロート２９（または代替
的に上に示す一対の半円形スロート）と係合する。また、外側環状突起３６を有する円筒
体３５が延出する蓋体３４を含むプラグ３２は、第１管形状部２１にスナップ式連結され
、環状段部を実質的に画定する外側環状突起３６は、第１管形状部２１の第１内側環状段
部２８と協働する。
【００６２】
　このアセンブリは、第１管形状部２１の末端部と、これに装着される末端部３１と、こ
れを密閉するプラグ３２と、管体２０と結合した折畳み可能関節接続アームの第１ロッド
形状部２の保持手段９とを含み、プラグ３２の円筒体３５に設けられてこれに弾性を付与
するとともに第１管形状部２１の第１内側環状段部２８への外側環状突起３６の推力を決
定する長手方向切込み３７の存在により、上述の結合においてさらに補強され、また保持
手段９、つまり歯形端部を有するジョイント部８に対する規制部材として作用するプラグ
３２の蓋体３４によって、さらに補強される。
【００６３】
　本発明による折畳み可能関節接続アームの第１伸張部５の保持手段９が関連する環状部
２６に関して、内側に設ける複数の第２収容座部２５は上述した複数の第１収容座部２４
とほぼ同じであり、環状部２６の周方向に配設されて各々が管体２０の軸に対してほぼ平
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行に延在することを付け加えておく。
【００６４】
　また傘６０は、環状部２６の移動規制手段と、管形状部が相互摺動することを制限する
移動規制手段とを含み、前記規制手段は、本発明の実施形態の管体２０と一体となってい
る。
　具体的には、第１管形状部２１の本体から突出して４０で示す切欠き部に収納される環
状部２６の第１規制手段３８を、第１管形状部２１と一体的に設ける。
【００６５】
　図４の例に示すように、突起３９は２本の平行な長手方向切欠きの間で高さの半分だけ
切除した部分に配置されるか、切欠き部４０の上方または下方の自由端部に設けられる。
【００６６】
　管形状部の相互移動を規制するための前記手段に関して、図７ａ、　７ｂ、　７ｃ、　
９ａ、　９ｂ、　９ｃの例について示したものと同じ管形状部と一体化する実施形態では
、第２管形状部２２が両側の末端部を含み、その各々が一対のばね部４２を形成する二対
の切抜き４１、実質的には自由端部を有するタブタイプの２本の切欠き片または部分を備
え、対応する凹部４４と係合する夫々の突出エッジ４３が第１管形状部２１および第３管
形状部２３の内側にその末端長さで設けられる。
　具体的には、環状ハウジングであるか第１および第３管形状部の内壁に所定長さだけ延
在する凹部４４を末端部の両方に設けることにより、延出配置の管体では管形状部の相互
摺動の規制手段として、また格納配置の管体では管体部を相互摺動しないように保持する
ための保持手段として、突出エッジ４３と協働する。
【００６７】
　本発明の別の態様により、そして上述したように、第２管形状部２２は、残りの部分よ
り広い楕円形断面を持つ外向きフレア状の末端部４５、または好ましくは円形断面を有す
る本体４６を有することを再び付け加えておく。
　実際に、末端部４５は第２管形状部２２の頭部の一種であり、本体４６との断面の差に
より、第２管形状部２２は、３本の管形状部のうち断面の最も大きい第１管形状部２１の
内側を摺動することができ、また本体４６に限定して、第３管形状部２３の内側を摺動す
ることもできる。
【００６８】
　また本発明によれば、傘６０は、第３管形状部２３の外側ねじ形成末端部であるねじ形
成タイプの結合手段４７と、このねじ形成部で管体２０と取外し可能に結合されるハンド
ル４８とを含む。
【００６９】
　そのため、ナットねじ部４９を含むハンドル４８は、故障の場合、又は単にユーザの好
みに合わせて異なる色および／または形状を有するハンドルに交換する場合は簡単に替え
ることができる。
【００７０】
　ねじ形成部とナットねじ部とは、上述した図７ｃおよび８の例と逆にしてもよく、特に
、以下に明確に示すように、ハンドルを外してから、例えば０．５リットルの水入りボト
ルなど周知のタイプのボトルネックを収容するための標準直径を有する第３管形状部の末
端ナットねじ部を設けてもよい。
【００７１】
　本発明によるビーチまたはバーアンブレラでは、ハンドルは例えば水または砂を所望通
りに充填するため中空であると好適であり、図示はしないが可能であれば傘の管体にまた
ねじ結合される台部または脚部によって、ハンドルを置き換えることもできる。
【００７２】
　またシート５０に関して、シートを関連の頂点で規制する夫々のキャップを実際に形成
し、折畳み可能関節接続アームと同数の複数の締結要素５１を含む本発明の傘の実施形態
も付け加えておく。
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【００７３】
　締結手段５１の各々は、「スナップ式」連結のための雌コンポーネントを構成する折畳
み可能関節接続アームの夫々の第３ロッド形状部４において、夫々の歯形保持手段９のた
めの収容座部を設ける。
【００７４】
　本発明によれば、シート５０は、複数の締結手段５１への溶接により締結されるプラス
チック材料のフィルムであり、さらにシートは、管体２０と締結手段５１との間の別の２
点で、また溶接により折畳み可能関節接続アームの各々に締結される。
【００７５】
　代替的に、図２～４の例についてすでに説明したように、第３ロッド形状部が、タブタ
イプの夫々の末端折り曲げ部分９ａの形状を有する保持手段を含む場合には、シート５０
の頂点が、常に溶接により第３ロッド形状部に直接規制可能である。
【００７６】
　別の実施形態によれば、本発明は、図１０、１１、１２ａ～１２ｄ、１３ａ～１３ｃに
示すように、この傘の管体の変更例を含み、上述した実施形態のものに構造的および機能
的に対応する部品は、同じ参照符号である。
　具体的には、前記の図には、明細書で参照した管体２０の管形状部と同じように相互に
連結した３本の管形状部を含む管体５００が示されている。
【００７７】
　管体２０との主な相違は、ハンドルと管形状部との間でのスクリュとナットねじの逆転
と、管形状部の相互移動を規制するための手段である。
　具体的には、管体５００は、対応するねじ部５０４を含むハンドル５０３と、または代
替的に上で提案したようなボトルネックとの取外し可能な結合のため、ナットねじ５０２
を備える末端部を有する第３管形状部５０１を含む。
　前記の図の例では、ハンドル５０３は水滴形状を有し、好ましくはプラスチック材料で
製造される。
【００７８】
　管体の管形状部の相互移動を規制するための上記手段に関して、二つの弾性または脆弱
部材５０５としてこれを製造し、その各々が対応する末端部で、前記の図で５０６で示し
た管体５００の第２管形状部と結合され、第２管形状部５０６の同じ末端部に設けられる
対応する貫通孔と係合してこれから露出する外向き突出プラグ５０７を各々が備えること
を付け加えておく。
　実際には、フック状折り曲げ形状を有する弾性部５０５はばねとして作用し、５０９で
示す管体の第１管形状部と前記第３管形状部５０１との端部に備わる夫々のハウジング５
０８との係合／係合解除のためにプラグ５０７を引き出す。
　プラグ５０７は第２管形状部との単一部材として形成されても、これと連結されてもよ
い。
【００７９】
　上に記載の説明より既に明白である本発明の長所を要約すると、折畳み可能関節接続ア
ームであり、該折畳み可能関節接続アームは、プラスチック材料の単一部材で製造するた
め、特に頑丈かつ軽量で経済効果が高く形成が容易で延出構成と格納構成の両方で全体寸
法が縮小されるとともに、全体として再利用可能で着色しやすく、そのため本発明による
傘を製造するのに使用され、その傘は折畳み可能関節接続アームの長所のすべてを備える
。
【００８０】
　本発明による傘は、さらに、管体およびシートとの連結またはそれらとの保持手段の連
結の強度をアームの強度に付加する。
　さらに、常に環状リングのみにより、管体の管形状部、好適には大きな直径を有して傘
の構造強度を高めるものと、アームが結合される。
【００８１】
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　また、この傘を構成するコンポーネント数の削減によって、製造タイミングでの長所、
それによる経済的な長所とともに、強度を備え、且つ小型化可能である。
【００８２】
　また、折畳み可能関節接続アームとして管体およびシートを再利用可能なプラスチック
材料で提供することにより、本発明による傘は、傘の美的要因を長所としてこれを有効利
用にすることにより、例えば多様な色の多様な傘が提供されるというユーザ側の利益のた
め高い費用効果で大規模に大量生産されるので、極めて有利である。
【００８３】
　当業者は、他方では以下の請求項に規定される発明の保護範囲にすべて含まれる付帯的
な特定要件を満たすため、図示および説明された実施形態における本発明に様々な変更を
加えてもよい。
【符号の説明】
【００８４】
　１・・折畳み可能関節接続アーム、２・・第１ロッド形状部、３・・第２ロッド形状部
、４・・第３ロッド形状部、５・・第１伸張部、６・・第２伸張部、７・・第３伸張部、
８・・ジョイント部、９・・保持手段、１０・・ランナ。

【図１】 【図２】
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【図８】 【図９ａ】

【図９ｂ】
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【図１０】

【図１１】

【図１２ａ】

【図１２ｂ】

【図１２ｃ】

【図１２ｄ】

【図１３ａ】

【図１３ｂ】

【図１３ｃ】
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